


２．売却方法 

 一般競争入札により売却の相手方を決定 

３．入札日程 

 １）公告日 

  令和７年１２月２４日（水） 

 ２）申込受付期間 

  令和８年１月５日（月） ～ 令和８年１月２０日（火） 

  ８時３０分～１７時１５分 （平日の正午～１３時及び閉庁日を除く） 

 ３）受付場所（申請書類等提出場所） 

  松浦市役所 会計課管財係 

 ４）入札日時 

  令和８年１月２８日（水）  １０時００分から 

 ５）入札場所 

  松浦市役所 市民ホール 

 ６）売却物件の現地確認について 

  売却物件の現地確認を行いたい方は、入札担当部署（会計課管財係）へ申し込みくださ

い。 

日程調整のうえ、現地をご案内いたします。 

・現地確認受付期間 

令和７年１２月２４日（火） ～ 令和８年１月１４日（水） 

（平日の正午～１３時及び閉庁日を除く） 

  ※申し込みの状況に合わせて現地確認実施日時を確定し、後日現地確認希望者へ実施日時

を通知いたします。 

  ・現地確認実施予定日 

    令和８年１月１３日（火） ～ 令和８年１月１６日（金） のいずれか 

   （申込の状況に合わせて調整いたします） 

 



４．入札保証金 

松浦市財務規則第７６条の規定に基づき、入札参加は見積もる契約金額（入札金額に消費税

および地方消費税を加えたもの）の１００分の５以上を、入札実施までの期間に納入していた

だく必要があります。（詳細は入札参加資格確認通知にて別途案内いたします。） 

 お預かりした入札保証金は、落札者決定後還付いたします。 

５．添付資料 

１）建物等解体条件付き市有財産一般競争入札実施要領 

２）別紙１.土地利用等条件 

３）別紙２.国土調査図面（売却予定地周辺） 

 ４）別紙３.売却、解体物件に関する資料（建物平面図等） 

 ５）別紙４.現地写真 

 

６．その他 

・入札に関してその公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害する等、不正行為をし

たときは、保証金は市に帰属します。 

・この入札にかかる土地売買契約は、売却物件の土地に存する既存建物等の解体及び撤去を

条件として付し、買受人の負担及び責務によって所有権移転の日から１年以内に建物等の解

体撤去を完了させる契約となります。 

 ・当該告示に記載のない事項については、添付資料、入札通知及び国・市が定める各種法令

規則に準じます。 

 

７．問い合わせ先（入札担当部署） 

 松浦市役所 会計課管財係  担当者：原田 

  〒８５９－４５９８ 

  長崎県松浦市志佐町里免３６５番地 

  ＴＥＬ ０９５６－７２－４６７１ 

  ＦＡＸ ０９５６－７２－３１７９ 


